
令 和 ８ 年 度 公 共 工 事 発 注 予 定 一 覧

（令和８年４月１日現在）

工 事 名 種 別 工 事 場 所 工 事 期 間 入札予定時期 入 札 方 法 工 事 の 概 要

豊山保育園高圧受電設備更新工事 電 気 設 備 豊山保育園 R8.4～R9.3 R8.4 指 名 競 争 入 札 高圧受電設備更新工事　一式

青山上児童遊園野外トイレ設置工事 建 築 一 式 青山上児童遊園 R8.9～R8.12 R8.8 指 名 競 争 入 札 野外トイレ設置工事　一式

農業用施設浚渫工事 そ の 他 豊山町地内及び小牧基地内 R8.4～R8.6 R8.4 指 名 競 争 入 札 浚渫工　8箇所、農業用ポンプ桝及び取水口等の浚渫　Ｎ＝22箇所

用排水路改良工事 土 木 一 式 豊山町大字青山字六和地内 R8.11～R9.3 R8.11 指 名 競 争 入 札 用排水路工　L= 29ｍ

歩道整備工事（町道１１５号線） 土 木 一 式 豊山町大字青山字金剛地内 R8.10～R9.3 R8.10 指 名 競 争 入 札 排水構造物工　L=170ｍ、縁石工　L=81ｍ、床板工　一式

側溝改良工事（町道５５号線外７路線） 土 木 一 式 豊山町大字豊場字新田町地内 R8.7～R9.3 R8.7 指 名 競 争 入 札 排水構造物　L=111ｍ

道路維持工事（町道５６号線外５路線） 土 木 一 式 豊山町地内 R8.6～R9.3 R8.6 指 名 競 争 入 札 カラー舗装工　Ａ=82㎡、区画線工　2,750ｍ

街路樹剪定清掃工事 土 木 一 式 豊山町地内 R8.4～R9.2 R8.4 指 名 競 争 入 札 植樹帯清掃工　A=2300㎡、散水工A=1600㎡　害虫駆除工

道路舗装工事（町道８２４号線） 舗 装 豊山町大字豊場字幸田地内 R8.9～R9.3 R8.9 指 名 競 争 入 札 舗装工　A=1180㎡

電線共同溝整備工事（町道１１７号線整備事業） 土 木 一 式 豊山町大字青山字神明地内 R8.5～R9.3 R8.5 指 名 競 争 入 札 電線共同溝整備　Ｌ=110ｍ

道路改良工事（町道１１７号線） 土 木 一 式 豊山町大字青山字神明地内 R8.11～R9.1 R8.11 指 名 競 争 入 札 舗装工　A=1400㎡、安定処理工　A=1330㎡、排水工　一式

町営住宅給水菅更新工事 菅 豊山町大字豊場字新栄145番地 R8.11～R9.3 R8.11 指 名 競 争 入 札 給水管更新工事　一式

臨空第２公園造成・調整池整備工事 土 木 一 式 豊山町大字青山字金剛地内 R8.9～R9.3 R8.8 指 名 競 争 入 札 調整池工事　一式

フライトシュミレーター改修工事 そ の 他 航空館ｂｏｏｎ R8.7～R8.12 R8.6 指 名 競 争 入 札 改修工事　一式

社会教育センター変圧器取替工事 電 気 設 備 豊山町大字豊場字和合72番地 R8.6～R9.3 R8.5 指 名 競 争 入 札 変圧器取替工事　一式

社会教育センター改修（内壁）工事 建 築 一 式 豊山町大字豊場字和合72番地 R8.5～R8.10 R8.4 指 名 競 争 入 札 内壁改修工事　一式

豊山中学校改修（体育館空調設備等）工事 暖 冷 房 衛 生 設 備 豊山町大字豊場字前池39番地 R8.5～R8.12 R8.4 指 名 競 争 入 札 体育館空調設備設置工事　一式

下水道工事（その１） 土 木 一 式 豊山町大字豊場地内 R8.6～R9.3 R8.6 指 名 競 争 入 札 開削工φ150～200　Ｌ＝2,060ｍ、取付管Ｎ＝167箇所、舗装復旧Ａ＝5,887㎡

下水道工事（その２） 土 木 一 式 豊山町大字青山地内 R8.6～R9.3 R8.6 指 名 競 争 入 札 開削工φ150～200　Ｌ＝212.2ｍ

下水道工事（その３） 土 木 一 式 豊山町大字豊場字野田地内 R8.6～R9.3 R8.6 指 名 競 争 入 札 開削工φ150　Ｌ＝69.9ｍ、既設管撤去φ150　Ｌ＝63.2ｍ

　　※これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第７条に基づき、当該年度に発注する公共工事の見通しを公表するものである。
　　　 なお公表の対象となる工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第５条による。

　（参考）　　＜公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律＞

　　　　  第７条　　地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

　　　　　　 　＜公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令＞

　　　　　第５条　　地方公共団体の長は、毎年度、４月１日（当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日）以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる
　　　　　　　　　　　公共工事（予定価格が４００万円を越えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要がある
　　　　　　　　　　　ものを除く）に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

　　　　　　　　　１　公共工事の名称、場所、種別及び概要

　　　　　　　　  ２　入札及び契約の方法

　　　　　　　　　３　入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）


